
夫

（妻）75歳誕生日から

妻

夫が後期高齢者
医療制度に加入

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度社会保険

市町村国保
社会保険

（夫の被扶養者）
市町村国保に加入

（被扶養者であった人）

(75歳)

(72歳)

旧被扶養者に該当した日の属す
る月以降２年を経過する月まで
は、所得割額・資産割額・均等
割額・平等割額を減免

２年経過後は、
所得割額・資産
割額のみ減免

この間が減免対象となります 以降減免はありません


